
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

飼料添加物「テトラサイクリン」の指定取消しについて、  

農林水産省消費安全局から通知がありましたので、お知らせし

ます。 

 

国の食品安全委員会では、人の健康に悪影響を

及ぼすおそれがあるとされた抗菌剤については、

飼料添加物としての指定の取消を行っています。

令和元年１２月２７日より、テトラサイクリンは、

飼料添加物として使用禁止となります。 

 

また、テトラサイクリンの使用を禁止した時に農家段階でテ

トラサイクリン添加飼料が残らないよう、販売店や農家での在

庫を使い切るように、飼料工場での製造を中止することを要請

しています。 

 

令和元年１２月２７日以降、テトラサイクリンを飼料添加物

として含有する飼料を使用すると飼料安全法違反となりますの

で、ご注意ください。 

 

最上家畜保健衛生所  電話：０２３３－２９－１３５７ 

（休日・夜間も対応） 
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